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附則 

生駒市議会は、日本国憲法に定められた、生駒市民による直接選挙によって選ばれた

議員で構成する生駒市唯一の議事機関であり、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

に基づき、条例の制定及び改廃をはじめとする生駒市の意思を決定する責務並びに行政

を監視し、及び評価する責務を有する。 

本市議会は、二元代表制の下で、市長その他の執行機関と対等の立場にある機関であ

り、権能の違いを踏まえ、健全な緊張関係を保ちながら、議案の審議及び審査、調査、

評価並びに政策の立案及び提言を通じて、本市における民主的にして効率的な行政の確



 

 

保及び健全な発達に当たる責務を有する。 

地域主権改革の進展に伴い、地方公共団体は、その組織及び運営に関して自らの責任

において決定する領域が拡大し、その結果、本市議会が担うべき役割及び責務も大きく

なっている。 

あわせて、行政主体の市政運営から市民主体のまちづくりへの転換が求められている

ことを踏まえ、本市議会は、その役割及び責務を自覚し、市民に開かれ、かつ、信頼さ

れる議会として積極的に情報公開及び説明責任を果たすとともに、市民の意思を的確に

把握し、議員相互の闊
かっ

達な議論を通じて政策形成機能を充実させなければならない。 

このような認識の下、本市議会は、これまで市民との情報の共有、意見の交換、議案

の審議及び審査の充実並びに政策の立案及び提言のための調査活動の充実に取り組んで

きた。 

この取組をより確かなものとし、かつ、推進するため、議員自ら、より良い市政実現

への意思及び高い倫理性を持って、常に研鑽
さん

を積み、公平に、公正に、及び誠実に職務

を遂行し、もって市民の信頼及び負託に応えられる議会の実現に向け、全力を挙げて、

かつ、不断に取り組むことを決意し、ここに、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、二元代表制の下、生駒市自治基本条例（平成２１年６月生駒市条

例第２０号）に定める議会の役割及び責務を踏まえ、生駒市議会（以下「議会」とい

う｡)及び議会の議員（以下「議員」という｡)の活動の在り方に関する基本的事項を定

めることにより、地方自治の本旨に基づく市民の負託に的確に応え、もって市民福祉

の向上及び本市の発展に寄与することを目的とする。 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第２条 議会は、市民を代表する議事機関であり、公正性及び透明性を重んじ、市民の



 

 

多様な意見、要望及び提言を市政に反映させるため、市民参加を進め、市民に開かれ

た議会運営を行うものとする。 

２ 議会は、市長その他の執行機関（以下「市長等」という｡)と常に緊張ある関係を構

築し、議会の権限を行使するものとする。 

３ 議会は、市政の課題及び争点を明らかにするとともに、多様な民意を反映するた

め、各議員の発言及び議員相互の討議を尊重するものとする。 

（議員の活動原則） 

第３条 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを自覚すると

ともに、多様な意見を尊重し、討議の推進に努めるものとする。 

２ 議員は、市政について、市民の意見を把握するとともに、自己の能力を高めるため

に研鑽
さん

し、的確に判断し、計画、施策及び事業（以下これらを「政策」という｡)の立

案及び提言を行うよう努めるものとする。 

３ 議員は、市民全体の福祉の向上を目指して活動するものとする。 

第３章 市民と議会との関係 

（情報共有及び市民参加） 

第４条 議会は、その有する情報を市民に積極的に公開し、発信し、及び市民と共有す

ることにより、議会運営について説明責任を果たすものとする。 

２ 議会は、全ての会議を原則として公開するものとする。 

３ 議会は、市民から出された意見、要望及び提案を真摯に受け止めて検討し、政策の

立案に生かすものとする。 

４ 議会は、市民からの請願及び陳情を市民による政策の提案と受け止めるとともに、

請願にあっては、これを審議し、又は審査するものとする。 

（広報広聴機能の充実） 

第５条 議会は、市政及び議会運営に係る情報を、常に市民に対して周知するため、広

報機能を充実させなければならない。 



 

 

２ 議会は、市民の意見及び要望を把握するため、広聴機能を充実させなければならな

い。 

３ 議会は、前２項の規定により広報機能及び広聴機能を充実させるため、広報広聴委

員会を設置する。 

（市民懇談会） 

第６条 議会は、市政及び議会運営について、市民と情報の共有及び意見交換を行うた

め、市民懇談会を開催するものとする。 

第４章 行政と議会との関係 

（監視及び評価等） 

第７条 議会は、議案の審議、検査、監査の請求及び調査の実施並びに一般質問を通じ

て、市長等の事務の執行について公平に、公正に、かつ、効率的に行われているかど

うかに関して、監視及び評価を行うものとする。 

２ 議会は、市長等から政策の提案を受けたときは、必要性、効果等について、政策の

評価の視点を踏まえ、審議及び審査を行うものとする。 

３ 議会は、市長等に対する監視、評価及び政策の提言を行うため、市長等との情報の

共有に努めるものとする。 

４ 議会は、市長による専決処分が最小限になるよう、地方自治法第１０１条第２項及

び第３項の規定による臨時会の招集請求権を積極的に行使するものとする。 

（政策立案及び提言等） 

第８条 議会は、条例の制定及び改廃、市長が提案した議案の修正、決議並びに請願の

採択を通じて、市長等に対し、積極的に政策の立案及び提言を行うものとする。 

２ 議会は、本会議において可決した決議及び採択した請願が市政に関するものである

ときは、市長等に対し、その内容を最大限尊重するよう求めるとともに、当該決議及

び請願に関する事後の状況、対応等を速やかに議会に報告するよう求めるものとす

る。 



 

 

（市長等による政策の説明等） 

第９条 議会は、市長等が議会に政策を提案したときは、審議及び審査を通じて政策水

準を高めるため、市長等に対して、次に掲げる事項に関する情報を提供するよう求め

ることができる。 

(1) 政策の背景、目的及び効果 

(2) 政策の根拠となる関係法令及び条例 

(3) 政策の総合計画における位置付け 

(4) 政策の実現のための財源及び将来にわたるコスト計算 

(5) 他の地方公共団体の類似する政策との比較 

(6) 他の政策との比較検討 

(7) 政策への市民の参画の有無及びその内容 

２ 議会は、市長が議会に予算議案を提出するときは、市長に対して、施策別及び事業

別の分かりやすい説明資料を提供するよう求めることができる。 

３ 議会は、市長が決算議案を提出するときは、市長に対して、議会の評価を行うため

の政策の進捗及び成果を示す分かりやすい説明資料を提供するよう求めることができ

る。 

４ 議会は、前３項に規定するもののほか、市政に係る調査に必要な情報の提供を市長

等に対して求めることができる。 

（議決事件の追加） 

第１０条 議会は、行政運営に対する監視機能を強化するため、地方自治法第９６条第

２項の規定により、市政運営に関する特に重要な計画等を議決事件として定めるもの

とする。 

２ 前項に規定する議決事件は、別に条例で定める。 

第５章 議会運営 

（討議による合意形成） 



 

 

第１１条 議会は、議員相互の討議を基本に運営するものとする。 

２ 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、全員協議会、及び広

報広聴委員会において、議案等に関して審議し、又は審査して結論を出すときは、必

要に応じて議員相互の討議により合意を形成するものとする。 

３ 議会は、諸課題に関する議員相互の共通認識を図り、政策の検討を行うときは、必

要に応じて全議員による討議を行うものとする。 

（質問） 

第１２条 議員は、本会議、常任委員会、特別委員会、議会運営委員会及び全員協議会

（次項において「本会議等」という｡)において質問するときは、論点の整理を行い、

争点を明確にするよう努めなければならない。 

２ 議長から本会議等に出席を要請された市長等は、議員の質問に対して、その趣旨を

確認するための質問をすることができる。 

（委員会活動） 

第１３条 常任委員会及び特別委員会（以下これらを「委員会」という｡)は、専門性を

生かして充実した議案の審査を行うとともに、市の諸課題に対して迅速かつ的確に対

応するため、調査研究活動を行うものとする。 

２ 委員会は、政策の立案及び提言を積極的に行うものとする。 

３ 委員会は、議案の審査並びに政策の立案及び提言を行うため、必要に応じてテーマ

を定めた調査研究を行うとともに、市民懇談会及び専門的知見を活用するものとす

る。 

（調査機関の設置） 

第１４条 議会は、市政の課題又は議会活動に関する調査のため、前条第３項の専門的

知見を活用する必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構

成する調査機関を設置することができる。 

２ 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に議員を構成員として加える



 

 

ことができる。 

３ 第１項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

（議会改革推進体制） 

第１５条 議会は、議会改革推進のために必要な体制を整備し、議会改革に取り組むも

のとする。 

（危機管理） 

第１６条 議会は、災害等から市民の生命及び財産を保護するため、日常的に必要な対

策を推進するとともに、災害等発生時は行政と必要な協力を行い、その対策に当たる

ものとする。 

２ 議会は、前項の対策に当たる場合において、生駒市災害対策本部が設置されたとき

は、これに協力するために生駒市議会災害対策本部（次項において「議会災害対策本

部」という｡)を設置するものとする。 

３ 議会災害対策本部に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

第６章 議員 

（議員定数） 

第１７条 議会は、その役割及び責務を果たすことができるようになることを前提とし

て、議員の定数を別に条例で定める。 

２ 議会は、議員の定数を変更しようとするときは、市の現状、課題及び行政需要、地

方自治制度の動向並びに市民の意見を考慮するものとする。 

（政務活動費） 

第１８条 政務活動費は、議員による調査活動、政策の立案及び提言等が確実に実行さ

れるよう、会派に交付するものとする。 

２ 政務活動費の交付を受けた会派は、生駒市議会政務活動費の交付に関する条例（平

成１３年６月生駒市条例第１９号）の規定により、これを使用するものとする。 

３ 政務活動費の交付を受けた会派は、その使途を議長に報告するとともに、議長は、



 

 

それを公開するものとする。 

（政治倫理） 

第１９条 議員は、別に定める条例により、市民全体の代表者としてその倫理性を常に

自覚し、資質の向上及び品位の保持に努めなければならない。 

（議員研修の充実） 

第２０条 議会は、その政策形成機能、立法機能及び行政監視機能の向上を図るため、

議員研修の充実強化に努めなければならない。 

２ 議会は、広く各分野の専門家による研修会並びに市民及び議員が共に学ぶ研修会を

積極的に開催するよう努めなければならない。 

第７章 議会事務局の体制 

第２１条 議会は、その政策形成機能及び立法機能を強化するとともに、議会活動を円

滑かつ効率的に実施するため、議会事務局の機能及び組織体制を充実するものとす

る。 

第８章 最高規範 

第２２条 この条例は、議会における最高規範であり、他の条例、規則、告示及び訓令

の制定改廃に当たっては、この条例を尊重し、整合を図らなければならない。 

第９章 見直し手続 

第２３条 議会は、定期的に議会の運営状況を検証し、必要に応じてその改善策を検討

するものとする。 

２ 議会は、前項の規定による検討の結果に基づき、議会の運営に係る改善策につい

て、この条例の改正を含む適切な措置を講ずるものとする。 

３ 議会は、この条例を改正する場合においては、全議員が賛同する改正案であって

も、本会議において改正の理由及び背景を説明するものとする。 

附 則 

（施行期日） 



 

 

この条例は、平成２６年１月１日から施行する。 

 


